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『
大
地
の
恵
み
歴
史
の
香
り
氷
川
町
』

に
決
定
！！

氷
川
町
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

【
決
定
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
】

 

「
大
地
の
恵
み

　
　
　

    

歴
史
の
香
り
氷
川
町
」

【
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
コ
ン
セ
プ
ト
】

　

豊
か
な
自
然
と
大
地
の
恵
み
、
そ
し

て
歴
史
の
香
る
町
、
そ
れ
が
氷
川
町
。

【
最
優
秀
賞
者
（
賞
金
３
万
円
）】

　

千
葉
県
市
川
市　

小
田
中 

準
一　

様

　

採
用
作
品
は
氷
川
町
が
発
行
す
る
ポ

ス
タ―

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
使
用
す

る
ほ
か
、
町
特
産
品
な
ど
の
PR
用
印
刷
物

と
し
て
も
幅
広
く
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

　

町
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ひ
か
り
ん
」
と

も
ど
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

氷
川
町
全
体
の
認
知
度
向
上
と
総
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
、
氷

川
町
PR
用
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
募
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
町
内
外
全
国
よ

り
３
９
７
点
の
ご
応
募
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

応
募
作
を
事
務
局
お
よ
び
商
工
観
光
振
興
協
議
会
に
お
い
て
厳
正
に
審
査
・
選

定
し
ま
し
た
結
果
、
次
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

宮
原
振
興
局 

総
務
振
興
課

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　

☎
62
ー
１
６
０
０

『
子
ど
も
手
当
』が
変
り
ま
し
た
!

　

こ
れ
ま
で
子
ど
も
手
当
を
受
け
取
っ
て

い
た
受
給
者
も
含
め
、
10
月
分
か
ら
の
子

ど
も
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、
す
べ
て
の

人
か
ら
の
認
定
請
求
が
必
要
と
な
り
ま
し

た
。

　

子
ど
も
手
当
を
９
月
ま
で
受
給
し
て
い

た
人
に
は
、
10
月
初
旬
に
認
定
請
求
書
を

送
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認

の
上
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
お
早
め
に

申
請
し
て
下
さ
い
。
結
果
通
知
を
随
時
発

送
い
た
し
ま
す
。

●
国
内
に
居
住
し
て
い
る
子
ど
も
が
対
象

●
児
童
養
護
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

子
ど
も
は
、
施
設
の
設
置
者
ら
に
支
給

●
離
婚
協
議
中
で
別
居
し
て
い
て
、
監

護
・
生
計
同
一
要
件
を
満
た
す
人
が
複
数

い
る
場
合
は
、
子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る

人
に
支
給（
単
身
赴
任
な
ど
を
除
く
）

●
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
へ
の
申
請

●
10
月
以
降
に
他
市
町
村
に
転
居
し
た

人
、
10
月
以
降
に
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た

人
は
、
転
出
予
定
日
・
出
生
日
の
次
の
日

か
ら
数
え
て
15
日
以
内
に
認
定
請
求
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
支
払
月（
予
定
）

　

平
成
24
年
２
月
15
日

（
平
成
23
年
10
月
分
～
平
成
24
年
１
月
分
）

　

平
成
24
年
６
月
15
日

（
平
成
24
年
２
月
分
～
平
成
24
年
３
月
分
）

◎
手
当
の
月
額

（
平
成
23
年
10
月
分
～
平
成
24
年
３
月
分
）

【
０
歳
～
３
歳
未
満
】

一
律　

１
万
５
千
円

【
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
】

・
第
一
子
、
第
二
子　
　
　
　

１
万
円

・
第
３
子
以
降　
　
　
　

１
万
５
千
円

【
中
学
生
】

一
律　

１
万
円

◆
平
成
24
年
３
月
末
ま
で
に
、
申
請
を
す

れ
ば
、
10
月
分
か
ら
手
当
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
次
回
支
払
月（
平
成
24

年
２
月
）に
定
期
支
給
を
受
け
た
い
場
合

は
、
平
成
24
年
１
月
16
日
ま
で
に
認
定
請

求
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
平
成
23
年
10
月
に
送
付
通
知
し
て
あ
る

認
定
請
求
書
を
失
く
さ
れ
た
場
合
で
も
、

必
要
書
類（
保
険
証
・
振
込
先
通
帳
・
印

鑑
な
ど
）を
ご
持
参
の
上
、
町
民
環
境
課

ま
た
は
、
宮
原
振
興
局 

総
務
振
興
課
に

て
申
請
が
で
き
ま
す
。

〈
お
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

氷
川
町
役
場 

町
民
環
境
課

　

☎
52
ー
５
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５
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子ども手当

手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
は
お
早
め
に

平
成
24
年
度 

住
民
税
の
主
な
改
正
に
つ
い
て

１ 

扶
養
控
除
の
見
直
し

◆
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控

除
の
廃
止

　

年
少
扶
養
親
族
（
扶
養
親
族
の
う

ち
、
年
齢
16
歳
未
満
の
者
を
い
い
ま

す
。）に
対
す
る
扶
養
控
除
33
万
円
が

廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
住
民
税
の
非
課
税
限
度

額
な
ど
の
算
定
に
扶
養
者
の
数
が
必

要
で
す
の
で
、
申
告
の
際
、
必
ず
16

歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
申
告
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

※
16
歳
未
満
で
あ
る
扶
養
親
族
で
、

障
害
者
で
あ
る
場
合
は
、
障
害
者
控

除
の
適
用
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
16
歳
以
上
～
19
歳
未
満
の
特
定
扶

養
親
族
の
控
除
額
の
変
更

　

年
齢
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
方
に
係

る
特
定
扶
養
親
族
の
控
除
額
が
一
般
扶

養
控
除
と
同
じ
33
万
円
に
変
更
と
な
り

ま
す
。

※
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
特
定
扶
養

控
除
額
は
、
以
前
と
変
わ
ら
ず
45
万

円
で
す
。

２ 

寄
附
金
控
除
の

　

 

適
用
限
度
額
引
き
下
げ

　

寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
下
限
額

が
５
０
０
０
円
か
ら
２
０
０
０
円
に

引
下
げ
ら
れ
、
よ
り
少
額
の
寄
附
で

も
税
額
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
し

た
。

３ 

公
的
年
金
所
得
者
の
確
定
申
告

　

 

手
続
き
の
簡
素
化（
所
得
税
法

　

 

の
改
正
）に
つ
い
て

　

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
公

的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年

金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

所
得
税
に
つ
い
て
確
定
申
告
書
の
提
出

は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

（
注
１
）　

こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

例
え
ば
、
医
療
費
控
除
な
ど
に
よ
る

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

（
注
２
）　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の

提
出
を
要
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
八
代
税
務

署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
h

ttp
://w

w
w

.n
ta.go.jp

/
　

八
代
税
務
署 

☎
32
ー
３
１
４
１

 　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
音
声
案
内
）

H24年度控除額

お問い合わせ先　氷川町役場 税務課 住民税係　☎ 52 － 5853

平成 23 年分 申告所得税・消費税および地方消費税の税務署申告会場開設日程
【申告書事前作成会場】

開設期間 会　場 対象者市町 対象者
1 月 30 日（月）

2 月 10 日（金）

八代税務署
３階会議室

氷川町・八代市
芦北町・津奈木町

年金所得者および
給与所得者のうち還付申
告書を提出される方

～


